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(57)【要約】
【課題】容器に対して確実な殺菌処理を施しつつも、ブ
ロー成形ターレットと充填部との間の容器搬送路を短く
することが可能な充填システムおよび充填方法を提供す
ること。
【解決手段】殺菌済みの容器Ｃに内容液を充填する充填
システム１０であって、ブロー成形ターレット２３を有
した容器成形ユニット２０と、容器成形ユニット２０の
下流側に配置され容器Ｃに内容液を充填する充填部３３
を有した充填ユニット３０と、ブロー成形ターレット２
３および充填部３３の間に設置された容器搬送路８０と
、殺菌処理機構５０とを備え、殺菌処理機構５０は、ブ
ロー成形ターレット２３の容器リリースポイントＲＰよ
りも上流側においてプリフォームまたは容器Ｃに本殺菌
処理を施す本殺菌機６０と、容器搬送路８０において容
器Ｃに補完殺菌処理を施す補完殺菌機７０とを備える充
填システム１０。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　殺菌済みの容器に内容液を充填する充填システムであって、
　ブロー成形ターレットを有した容器成形ユニットと、前記容器成形ユニットの下流側に
配置され容器に内容液を充填する充填部を有した充填ユニットと、前記ブロー成形ターレ
ットおよび前記充填部の間に設置された容器搬送路と、殺菌処理機構とを備え、
　前記殺菌処理機構は、前記ブロー成形ターレットの容器リリースポイントよりも上流側
においてプリフォームまたは容器に本殺菌処理を施す本殺菌機と、前記容器搬送路におい
て容器に補完殺菌処理を施す補完殺菌機とを備えることを特徴とする充填システム。
【請求項２】
　前記本殺菌機は、プリフォームまたは容器の内面、または、プリフォームまたは容器の
内面および外面に本殺菌処理を施すように構成され、
　前記補完殺菌機は、容器口部側から容器に向けて、容器口部の内面側温度以上の殺菌流
体を噴出する殺菌流体ノズルを有した殺菌流体噴出器と、前記殺菌流体ノズルの下流側に
設置され、容器口部側から容器に向けて、容器口部の内面側温度以上のホットエアーを噴
出するホットエアーノズルを有したホットエアー噴出器とを備えることを特徴とする請求
項１に記載の充填システム。
【請求項３】
　前記殺菌流体ノズルおよび前記ホットエアーノズルは、前記容器搬送路を搬送される容
器の容器口部からノズル長手方向に離れた位置から殺菌流体またはホットエアーを噴出す
るように設置されていることを特徴とする請求項２に記載の充填システム。
【請求項４】
　前記殺菌流体ノズルおよび前記ホットエアーノズルの内径は、容器口部の内径よりも小
さく設定されていることを特徴とする請求項２または請求項３に記載の充填システム。
【請求項５】
　前記殺菌流体噴出器は、前記殺菌流体ノズルから殺菌流体を７０ｍ／ｓ以上の流速で吹
き出すように構成され、
　前記ホットエアー噴出器は、前記ホットエアーノズルからホットエアーを８０ｍ／ｓ以
上の流速で吹き出すように構成されていることを特徴とする請求項２乃至請求項４のいず
れかに記載の充填システム。
【請求項６】
　前記容器搬送路に設置される搬送機を更に備え、
　前記搬送機は、前記殺菌流体ノズルおよび前記ホットエアーノズルを設置した区間にお
いて、容器を正立状態で搬送するように構成されていることを特徴とする請求項２乃至請
求項５のいずれかに記載の充填システム。
【請求項７】
　前記殺菌流体噴出器は、前記容器搬送路における容器搬送方向に沿って前記殺菌流体ノ
ズルを移動させる殺菌流体ノズル移動手段を有し、
　前記ホットエアー噴出器は、前記容器搬送路における容器搬送方向に沿ってホットエア
ーノズルを移動させるホットエアーノズル移動手段を有していることを特徴とする請求項
２乃至請求項６のいずれかに記載の充填システム。
【請求項８】
　前記容器成形ユニットは、プリフォーム内に無菌エアーを吹き込むブロー機を備えてい
ることを特徴とする請求項１乃至請求項７のいずれかに記載の充填システム。
【請求項９】
　前記本殺菌機は、プリフォームまたは容器の内面、または、プリフォームまたは容器の
内面および外面に本殺菌処理を施すように構成され、
　前記補完殺菌機は、容器の外面に補完殺菌処理を施す処理器を有していることを特徴と
する請求項１乃至請求項８のいずれかに記載の充填システム。
【請求項１０】
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　殺菌済みの容器に内容液を充填する充填方法であって、
　ブロー成形ターレットの容器リリースポイントよりも上流側においてプリフォームまた
は容器に本殺菌処理を施し、
　前記ブロー成形ターレットおよび充填部の間の容器搬送路において、容器に補完殺菌処
理を施すことを特徴とする充填方法。
【請求項１１】
　前記補完殺菌処理では、容器口部側から容器に向けて、容器口部の内面側温度以上の殺
菌流体を噴出した後に、容器口部側から容器に向けて、容器口部の内面側温度以上のホッ
トエアーを容器に噴出することを特徴とする請求項１０に記載の充填方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、殺菌済みの容器に内容液を充填する充填システムおよび充填方法に関し、特
に、容器成形から内容液の充填・密封までを一貫して行うインラインブロー式の充填シス
テムおよび充填方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、同一工場内において、ブロー成形による容器成形から、内容液の充填・密封まで
を一貫して行うインラインブロー式の充填システムが知られており（例えば、特許文献１
を参照）、このような充填システムでは、無菌環境に維持された充填ユニットに容器を搬
送する前に、容器を充分に殺菌する必要がある。
【０００３】
　容器の殺菌方法としては、様々なものが知られており、例えば、容器成形ユニットのブ
ロー成形ターレットと充填ユニットの充填部との間に設けられた容器搬送路において、過
酸化水素等の殺菌剤を容器内に塗布して容器を殺菌することや、容器をブロー成形する前
の段階において、容器の予備成形体であるプリフォームに過酸化水素等の殺菌剤を塗布し
て、プリフォームを殺菌することが公知である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４－２３１３５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところが、ブロー成形ターレットと充填部との間の容器搬送路において容器に殺菌剤を
塗布する場合、容器内に内容液を充填する時までに、容器内の殺菌剤の濃度を規定値以下
まで下げる処置を施す必要があることから、ブロー成形ターレットと充填部との間の容器
搬送路を長く確保する必要があるという問題があった。
【０００６】
　また、容器をブロー成形する前の段階においてプリフォームに過酸化水素等の殺菌剤を
塗布する場合、その後のブロー成形においてプリフォーム内に吹き出すエアーによって殺
菌剤を吹き飛ばし、容器内の殺菌剤の濃度を下げることができるものの、ブロー成形時に
おいて塵埃等が容器を汚染する懸念がある。
【０００７】
　そこで、本発明は、これらの問題点を解決するものであり、容器に対して確実な殺菌処
理を施しつつも、ブロー成形ターレットと充填部との間の容器搬送路を短くすることが可
能な充填システムおよび充填方法を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の充填システムは、殺菌済みの容器に内容液を充填する充填システムであって、
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ブロー成形ターレットを有した容器成形ユニットと、前記容器成形ユニットの下流側に配
置され容器に内容液を充填する充填部を有した充填ユニットと、前記ブロー成形ターレッ
トおよび前記充填部の間に設置された容器搬送路と、殺菌処理機構とを備え、前記殺菌処
理機構は、前記ブロー成形ターレットの容器リリースポイントよりも上流側においてプリ
フォームまたは容器に本殺菌処理を施す本殺菌機と、前記容器搬送路において容器に補完
殺菌処理を施す補完殺菌機とを備えることにより、前記課題を解決するものである。
　また、本発明の充填方法は、殺菌済みの容器に内容液を充填する充填方法であって、ブ
ロー成形ターレットの容器リリースポイントよりも上流側においてプリフォームまたは容
器に本殺菌処理を施し、前記ブロー成形ターレットおよび充填部の間の容器搬送路におい
て、容器に補完殺菌処理を施すことにより、前記課題を解決するものである。
【発明の効果】
【０００９】
　本請求項１、１０に係る発明によれば、ブロー成形ターレットの容器リリースポイント
よりも上流側においてプリフォームまたは容器に本殺菌処理を施すとともに、ブロー成形
ターレットおよび充填部の間の容器搬送路において、容器に補完殺菌処理を施すように構
成されている。これにより、ブロー成形時において塵埃等が容器を汚染する恐れがある場
合等であっても、その後の補完殺菌処理によって容器を殺菌し、内容液の充填までに容器
を確実に殺菌できるばかりでなく、本殺菌処理と補完殺菌処理に分割して容器に殺菌を施
すことで、補完殺菌処理において容器に塗布される過酸化水素等の殺菌剤の量を低減する
ことが可能であるため、容器内の殺菌剤の濃度を規定値以下まで下げることが容易であり
、ブロー成形ターレットと充填部との間の容器搬送路を短く設計することができる。
【００１０】
　本願請求項２、１１に係る発明によれば、補完殺菌処理において、容器口部側から容器
に向けて、容器口部の内面側温度以上の殺菌流体を噴出した後に、容器口部側から容器に
向けて、容器口部の内面側温度以上のホットエアーを容器に噴出することにより、ホット
エアーの噴出によって容器内部の余分な殺菌剤を吹き飛ばして除去できるばかりでなく、
ブロー成形によって生じる容器口部や容器底部等の容器各部の内面間の温度差を低減し、
容器各部の内面に塗布された殺菌剤による殺菌効果を均一にすることが可能であるため、
補完殺菌処理において容器に塗布される殺菌剤の量を低減することを実現して、容器内の
殺菌剤の濃度を規定値以下まで下げることを容易にし、ブロー成形ターレットと充填部と
の間の容器搬送路を短く設計することができる。
　すなわち、過酸化水素等の殺菌剤は、容器表面に塗布された後に乾燥させることで活性
化して殺菌効果を発揮するが、プリフォームを加熱し、２軸延伸するブロー成形後には、
容器口部側の内面の温度（約５０℃程度）よりも容器底部側の内面の温度（約９０℃程度
）が高くなっており、この容器各部の内面間の温度差に起因して、その後の補完殺菌処理
において容器内面に塗布される殺菌剤の乾燥の程度にも、容器各部の内面間で差が生じ、
その結果、容器各部の内面間で殺菌効果が不均一になってしまうという問題があった。そ
して、このように、容器各部の内面間で殺菌効果が不均一となると、容器内面全体を所望
の殺菌レベル以上で殺菌するために、殺菌剤の量を多くする必要があり、その結果、殺菌
剤を塗布した後に、容器内面全体の殺菌剤の濃度を規定値以下まで下げるために、容器搬
送路を長く確保する必要が生じてしまう。
　そこで、本願請求項２、１１に係る発明では、容器口部側から容器に向けて、容器口部
の内面側温度以上の殺菌流体を噴出した後に、容器口部側から容器に向けて、容器口部の
内面側温度以上のホットエアーを容器に噴出することにより、ブロー成形によって生じる
容器口部の内面や容器底部の内面等の容器各部の内面間の温度差を低減することが可能で
あるため、容器各部の内面間における殺菌効果の均一化、殺菌剤の量の低減、および、容
器搬送路の短縮化を実現することができる。
【００１１】
　本願請求項３に係る発明によれば、殺菌流体ノズルおよびホットエアーノズルが、容器
搬送路を搬送される容器の容器口部からノズル長手方向に離れた位置から殺菌流体または
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ホットエアーを噴出するように設置されていることにより、各ノズルを容器内部に挿入す
るように構成された場合と比較して、装置構成を簡素化できるばかりでなく、容器各部の
内面のうち、ブロー成形直後で温度が低い容器口部の内面を効率的に温めることが可能で
あるため、容器各部の内面間の温度差を効率的に低減することができる。
　本願請求項４に係る発明によれば、殺菌流体ノズルおよびホットエアーノズルの内径が
、容器口部の内径よりも小さく設定されていることにより、各ノズルから噴出される殺菌
流体およびホットエアーの流速を向上させることができるばかりでなく、容器内部に殺菌
流体およびホットエアーを確実に送り込み、容器各部の内面間の温度差を効率的に低減す
ることができる。
　本願請求項５に係る発明によれば、殺菌流体ノズルから殺菌流体を７０ｍ／ｓ以上の流
速で吹き出すとともに、ホットエアーノズルからホットエアーを８０ｍ／ｓ以上の流速で
吹き出すことにより、容器内部に殺菌流体およびホットエアーを確実に送り込むことが可
能であるため、容器各部の内面間の温度差を確実に低減することができる。
　本願請求項６に係る発明によれば、容器搬送路に設置される搬送機が、殺菌流体ノズル
およびホットエアーノズルを設置した区間において、容器を正立状態で搬送するように構
成されていることにより、容器内の余分なガスが容器口部から抜け出し易くなる。
　本願請求項７に係る発明によれば、殺菌流体噴出器が、容器搬送路における容器搬送方
向に沿って殺菌流体ノズルを移動させる殺菌流体ノズル移動手段を有し、ホットエアー噴
出器が、容器搬送路における容器搬送方向に沿ってホットエアーノズルを移動させるホッ
トエアーノズル移動手段を有している。これにより、殺菌流体ノズルおよびホットエアー
ノズルを容器口部に対向させた状態を長く維持することが可能であるため、過酸化水素等
の殺菌剤を容器の内面に効率的に塗布できるばかりでなく、殺菌流体やホットエアーによ
って容器口部の内面を効率的に温めることが可能であるため、容器各部の内面間の温度差
を効率的に低減することができる。
　本願請求項８に係る発明によれば、容器成形ユニットが、プリフォーム内に無菌エアー
を吹き込むブロー機を備えていることにより、プリフォーム内に無菌エアーを吹き込んで
ブロー成形を行うことで、ブロー成形時における容器の汚染を抑制し、補完殺菌処理にお
いて必要とされる殺菌レベルを低く抑えることが可能であるため、殺菌剤の量の低減、お
よび、容器搬送路の短縮化を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の一実施形態に係る充填システムを示す説明図。
【図２】殺菌流体ノズルおよびホットエアーノズルの設置状態を上方から見て概略的に示
す説明図。
【図３】殺菌流体ノズルおよびホットエアーノズルの設置状態を側方から見て概略的に示
す説明図。
【図４】殺菌流体ノズルおよびホットエアーノズルと容器との位置関係を概略的に示す説
明図。
【図５】実験例の条件および結果を示す説明図。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下に、本発明の一実施形態に係る充填システム１０について、図面に基づいて説明す
る。
【００１４】
　まず、充填システム１０は、殺菌済みの容器Ｃに殺菌された内容液を無菌充填するもの
であり、図１に示すように、ブロー成形ターレット２３を有した容器成形ユニット２０と
、容器成形ユニット２０の下流側に配置された充填ユニット３０と、ブロー成形ターレッ
ト２３および充填ユニット３０の充填部３３の間に設置された容器搬送路８０と、容器成
形ユニット２０と充填ユニット３０との間に設置された容器転送ユニット４０と、本殺菌
機６０および補完殺菌機７０を有した殺菌処理機構５０とを備えている。
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【００１５】
　以下に、充填システム１０の各構成要素について、図１～図３に基づいて説明する。
【００１６】
　まず、容器成形ユニット２０は、図１に示すように、プリフォームを投入する入口部２
１と、入口部２１の下流側に配置されプリフォームを加熱する加熱部２２と、加熱部２２
の下流側に配置され、プリフォーム内に無菌エアーを吹き込むことで容器Ｃをブロー成形
するブロー機（図示しない）が設置されたブロー成形ターレット２３と、ブロー成形ター
レット２３の下流側に配置され容器Ｃを搬送する複数のターレットから成る搬送部２４と
、搬送部２４の下流側に配置された出口部２５と、容器成形ユニット２０全体を覆うボッ
クス２６とを備えている。
　なお、容器成形ユニット２０のボックス２６内は、ＨＥＰＡフィルタを通した無菌エア
ーをＦＦＵ（Ｆａｎ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｕｎｉｔ）により上部から吹き込むことにより、陽
圧に保たれている。
【００１７】
　また、充填ユニット３０は、図１に示すように、容器Ｃを投入する入口部３１と、入口
部３１の下流側に配置され容器Ｃを搬送する複数のターレットから成る搬送部３２と、搬
送部３２の下流側に配置され容器Ｃ内に内容液を充填する充填部３３と、充填部３３の下
流側に配置され容器Ｃの口部に殺菌済みのキャップを装着するキャッピング部３４と、キ
ャッピング部３４の下流側に配置されキャップを装着した容器Ｃを搬出する出口部３５と
、充填ユニット３０全体を覆うボックス３６とを備えている。
【００１８】
　充填ユニット３０における各工程は、その内部を無菌状態に維持されたボックス３６内
で行われる。このボックス３６では、充填部３３付近において外部から無菌エアーを導入
し、入口部３１付近および出口部３５付近において無菌エアーを回収（排気）することに
より、ボックス３６内が陽圧に保たれる。
【００１９】
　容器転送ユニット４０は、図１に示すように、複数（本実施形態では２つ）のターレッ
ト４１と、容器成形ユニット２０の出口部２５に接続された入口部４２と、充填ユニット
３０の入口部３１に接続された出口部４３と、容器転送ユニット４０全体を覆うボックス
４４とを備えている。
【００２０】
　各ターレット４１には、容器Ｃの首部を把持する複数のグリッパー（図示しない）が備
え付けられている。容器転送ユニット４０は、図２や図３に示すように、後述する殺菌流
体ノズル７２およびホットエアーノズル７４を設置した区間において、容器Ｃを正立状態
（すなわち、容器口部Ｃ１側を上方に向けた上向き状態）で、容器Ｃをグリッパー搬送す
るように構成されている。
【００２１】
　なお、容器転送ユニット４０のボックス４４内は、陽圧に保たれるが、容器転送ユニッ
ト４０のボックス４４内の圧力は、充填ユニット３０のボックス３６内の気圧や容器成形
ユニット２０のボックス２６の気圧よりも低く維持されている。
【００２２】
　また、殺菌処理機構５０は、図１に示すように、ブロー成形ターレット２３の容器リリ
ースポイントＲＰよりも上流側においてプリフォームまたは容器Ｃに本殺菌処理を施す本
殺菌機６０と、容器搬送路８０において容器Ｃに補完殺菌処理を施す補完殺菌機７０とを
備えている。
【００２３】
　本殺菌機６０は、本実施形態では、図１に示すように、容器成形ユニット２０の入口部
２１および加熱部２２の間に設置され、プリフォームの内面、または内面および外面に殺
菌剤（本実施形態では過酸化水素）を吹き出すことで、加熱部２２におけるプリフォーム
の加熱も利用して、プリフォームを殺菌するように構成されている。
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【００２４】
　また、補完殺菌機７０は、図１に示すように、容器転送ユニット４０内に設置され、容
器Ｃの主に内面に補完殺菌処理を施すように構成されている。
【００２５】
　補完殺菌機７０は、図１や図２に示すように、複数の殺菌流体ノズル７２を有した殺菌
流体噴出器７１と、殺菌流体ノズル７２の下流側に設置される複数のホットエアーノズル
７４を有したホットエアー噴出器７３とを備えている。
【００２６】
　殺菌流体噴出器７１の複数の殺菌流体ノズル７２は、ターレット４１による容器搬送方
向に沿って設置され、本実施形態では、図２に示すように、１７本の殺菌流体ノズル７２
が、２つのターレット４１のうち上流側のターレット４１Ａの外周縁付近に沿って並べて
設置されている。
　各殺菌流体ノズル７２は、図３に示すように、ターレット４１Ａによって正立状態で搬
送される容器Ｃの上方に固定状態で設置され、容器口部Ｃ１からノズル長手方向（本実施
形態では上下方向）に離れた位置から、容器口部Ｃ１側から容器Ｃに向けて（下方に向け
て）殺菌流体を噴出するように構成されている。
　殺菌流体ノズル７２の内径は、容器口部Ｃ１の内径よりも小さく設定されている。
　本実施形態では、殺菌流体ノズル７２から噴出される殺菌流体として、過酸化水素（殺
菌剤）をホットエアーに混合させたものを利用している。しかしながら、殺菌流体ノズル
７２から噴出される殺菌流体の具体的態様は、過酸化水素等の殺菌剤の成分を有したもの
であれば、如何なるものでもよい。
【００２７】
　また、ホットエアー噴出器７３の複数のホットエアーノズル７４は、ターレット４１に
よる容器搬送方向に沿って設置され、本実施形態では、図２に示すように、１５本のホッ
トエアーノズル７４が、２つのターレット４１のうち下流側のターレット４１Ｂの外周縁
付近に沿って並べて設置されている。
　各ホットエアーノズル７４は、図３に示すように、ターレット４１によって正立状態で
搬送される容器Ｃの上方に固定状態で設置され、容器口部Ｃ１からノズル長手方向（本実
施形態では上下方向）に離れた位置から、容器口部Ｃ１側から容器Ｃに向けて（下方に向
けて）ホットエアーを噴出するように構成されている。
　ホットエアーノズル７４の内径は、容器Ｃの内径よりも小さく設定されている。
【００２８】
　なお、本実施形態においては、本殺菌機６０による殺菌効果（殺菌能力）は、補完殺菌
機７０による殺菌効果（殺菌能力）よりも高く設定され、具体的には、本殺菌機６０によ
る殺菌効果は３Ｄよりも大きく設定され、補完殺菌機７０による殺菌効果は３Ｄ以下に設
定され、本殺菌機６０および補完殺菌機７０による殺菌効果は６Ｄ以上に設定されている
。
　なお、殺菌効果（Ｄ）は、殺菌効果（Ｄ）＝ＬＯＧ（（初発菌数）／（生残菌数））の
式で表され、例えば、１００個の菌数が１０個に減少した場合、ＬＯＧ（１００／１０）
＝１Ｄとなる。
【００２９】
　［実験例］
　次に、殺菌流体およびホットエアーを容器Ｃに向けて噴出した場合の、容器Ｃの各部の
内面（容器口部Ｃ１の内面、容器胴部Ｃ２の内面、容器底部Ｃ３の内面）の温度変化を確
認するために行った実験例について、図４および図５に基づいて説明する。
【００３０】
　まず、容器成形ユニット２０では、加熱したプリフォームを金型内に配置した後に、プ
リフォームを長手方向に引き伸ばしながら、エアーを吹き込んで周方向に膨らませること
で、容器Ｃをブロー成形するが、この際、プリフォームの容器口部Ｃ１（首部）を金型の
外部に出した状態でプリフォームを金型内に配置すること等に起因して、ブロー成形直後
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の容器Ｃの各部の内面の温度は、容器口部Ｃ１の内面の温度が最も低く、容器底部Ｃ３の
内面の温度が最も高くなる。具体的には、ブロー成形直後における、容器口部Ｃ１の内面
の温度は約５０℃程度、容器胴部Ｃ２の内面の温度は約７０℃程度、容器底部Ｃ３の内面
の温度は約９０℃程度になる。
【００３１】
　そのため、本実験例では、以下に示す実験条件のように、容器口部Ｃ１の内面の温度が
最も低く、容器底部Ｃ３の内面の温度が最も高くなるように、温度を調節された容器Ｃを
用意し、このような容器Ｃに対して殺菌流体およびホットエアーを、それらの流量及び流
速を変えて噴出して、容器口部Ｃ１の内面、容器胴部Ｃ２の内面、容器底部Ｃ３の内面の
温度変化を測定した。
　また、本実験例では、図４に示すように、容器Ｃを正立状態で保持した状態で、容器Ｃ
の上方から容器Ｃに対して殺菌流体およびホットエアーを噴出した。
【００３２】
　本実験例において使用した容器Ｃの実験条件については、以下の通りである。
　容器口部Ｃ１の内径：２８ｍｍ
　容器Ｃ：容量が２００ｍｌのＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）ボトル
【００３３】
　また、殺菌流体の噴出の実験条件については、以下の通りである。
　殺菌流体：濃度３５．２％の過酸化水素（殺菌剤）をホットエアーに混合させた流体
　ホットエアーの温度：約８０℃
　ホットエアーの流量：３０Ｌ／ｍｉｎ～５０Ｌ／ｍｉｎ
　殺菌流体ノズル７２の内径：２ｍｍ～４ｍｍ
　殺菌流体ノズル７２と容器Ｃとの間隔Ｄ：２ｍｍ～３０ｍｍ
　殺菌流体（ホットエアー）の噴出時間：２．５秒
【００３４】
　また、ホットエアーの噴出の実験条件については、以下の通りである。
　ホットエアーの温度：約８０℃
　ホットエアーの流量：１５０Ｌ／ｍｉｎ～２５０Ｌ／ｍｉｎ
　ホットエアーノズル７４の内径：５ｍｍ～１０ｍｍ
　ホットエアーノズル７４と容器Ｃとの間隔Ｄ：２ｍｍ～３０ｍｍ
　ホットエアーの噴出時間：２．５秒
【００３５】
　上記の実験例の結果から、容器Ｃに対する殺菌流体およびホットエアーの噴出によって
、容器口部Ｃ１の内面、容器胴部Ｃ２の内面、および容器底部Ｃ３の内面の間の温度差を
縮小させることができることが分かった。
【００３６】
　具体的には、まず、容器口部Ｃ１の内面については、殺菌流体およびホットエアーの噴
出が進むに従って、その温度が概ね徐々に上昇することが確認された。
【００３７】
　また、容器胴部Ｃ２の内面および容器底部Ｃ３の内面については、殺菌流体およびホッ
トエアーの噴出時に、その温度が概ね徐々に温度が下降することが確認された。
【００３８】
　そして、図５に示すように、初期温度が最も低い容器口部Ｃ１の内面と初期温度が最も
高い容器底部Ｃ３の内面との間の温度差は、殺菌流体およびホットエアーの噴出が完了し
た時点での温度差について、最も低い値で４．２℃に縮小することが分かった。なお、経
験的に、容器内温度差が１５℃以内であれば、容器Ｃの各部の殺菌効果を均一にすること
ができる。
【００３９】
　また、容器Ｃの各部（容器口部Ｃ１、容器胴部Ｃ２、容器底部Ｃ３）の内面間の温度差
を低減させ、容器各部の内面において殺菌剤による殺菌効果を均一にするためには、諸条
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件を以下の通りに設定することが好ましい。なお、下記の諸条件は、容器Ｃが、容量が１
００ｍｌ～２０００ｍｌのＰＥＴボトルである場合に好適である。
　殺菌流体の温度：容器口部Ｃ１の内面温度以上で、容器口部Ｃ１の耐熱温度以下（例え
ば、５０℃以上かつ１５０℃以下（更に好ましくは、７０℃以上かつ１３０℃以下））、
ここでの容器口部Ｃ１の内面温度は、殺菌流体を噴出する直前の、容器口部Ｃ１の内面温
度である。
　ホットエアーの温度：容器口部Ｃ１の内面温度以上で、容器口部Ｃ１の耐熱温度以下（
例えば、５０℃以上かつ１５０℃以下（更に好ましくは、７０℃以上かつ１３０℃以下）
）、ここでの容器口部Ｃ１の内面温度は、ホットエアーを噴出する直前の、容器口部Ｃ１
の内面温度である。
　殺菌流体ノズル７２と容器Ｃとの間隔Ｄ：２～４０ｍｍ（更に好ましくは、１０～３０
ｍｍ）
　ホットエアーノズル７４と容器Ｃとの間隔Ｄ：２～４０ｍｍ（更に好ましくは、１０～
３０ｍｍ）
　殺菌流体ノズル７２からの殺菌流体の吹き出し速度：７０～１０００ｍ／ｓ（更に好ま
しくは、１５０～３００ｍ／ｓ）
　ホットエアーノズル７４からのホットエアーの吹き出し速度：８０～１０００ｍ／ｓ（
更に好ましくは、１５０～３００ｍ／ｓ）
　殺菌流体の流量：２０～６０Ｌ／ｍｉｎ（更に好ましくは、３０～５０Ｌ／ｍｉｎ）
　ホットエアーの流量：１００～４００Ｌ／ｍｉｎ（更に好ましくは、１５０～３００Ｌ
／ｍｉｎ）
　各容器Ｃに対してホットエアーを噴出する（当てる）総時間（合計時間）：０．５～２
．５秒（更に好ましくは、１．０～２．０秒）
　各容器Ｃに対して殺菌流体を噴出する（当てる）総時間（合計時間）：０．５～２．５
秒（更に好ましくは、１．０～２．０秒）
【００４０】
　以上、本発明の実施形態を詳述したが、本発明は上記実施形態に限定されるものではな
く、特許請求の範囲に記載された本発明を逸脱することなく種々の設計変更を行なうこと
が可能である。
【００４１】
　例えば、上述した実施形態では、殺菌流体噴出器７１およびホットエアー噴出器７３が
、正立状態で搬送される容器Ｃの上方から殺菌流体またはホットエアーを噴出するものと
して説明したが、容器Ｃに対する殺菌流体およびホットエアーの噴出態様は、容器口部Ｃ
１側から容器Ｃに向けて殺菌流体およびホットエアーを噴出するものであれば、如何なる
ものでもよい。例えば、倒立状態（すなわち、容器口部Ｃ１側を下方に向けた下向き状態
）で搬送される容器Ｃの下方から殺菌流体およびホットエアーを噴出してもよく、また、
横向き状態（すなわち、容器口部Ｃ１側を側方に向けた横向き状態）で搬送される容器Ｃ
の側方から殺菌流体およびホットエアーを噴出してもよい。
　また、殺菌流体およびホットエアーを下方や上方に向けて吹き出す場合、鉛直方向に沿
って吹き出す必要はなく、鉛直方向に対して斜めに吹き出してもよく、また、殺菌流体お
よびホットエアーを側方に向けて吹き出す場合、水平方向に沿って吹き出す必要はなく、
水平方向に対して斜めに吹き出してもよい。
　また、正立状態で搬送される容器Ｃの上方から殺菌流体を噴出するとともに、倒立状態
で搬送される容器Ｃの下方からホットエアーを噴出する等、容器Ｃに対する殺菌流体およ
びホットエアーの噴出の方向を異ならせてもよい。
　また、殺菌流体噴出器７１による殺菌流体の噴出位置の上流側において、容器口部Ｃ１
側から容器に向けて、容器口部Ｃ１の内面側温度以上のホットエアーを噴出する第２のホ
ットエアー噴出器を更に設けてもよい。
【００４２】
　また、上述した実施形態では、補完殺菌機７０が容器転送ユニット４０内に設置されて
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いるものとして説明したが、補完殺菌機７０の具体的な設置位置は、ブロー成形ターレッ
ト２３および充填部３３の間の容器搬送路８０内であれば如何なるものでもよく、例えば
、容器成形ユニット２０の搬送部２４に、殺菌流体噴出器７１およびホットエアー噴出器
７３の少なくとも一方を設置してもよい。
　また、容器成形ユニット２０の搬送部２４に、補完殺菌機７０を設置した場合、搬送部
２４を構成するターレットが、容器搬送路８０に設置され殺菌流体ノズル７２およびホッ
トエアーノズル７４を設置した区画において容器Ｃを搬送する搬送機として機能する。
　また、上記搬送機の具体的態様は、ターレットを用いて容器Ｃを搬送するものに限定さ
れず、容器Ｃを搬送可能なものであれば如何なるものでもよく、例えば、容器Ｃを直線状
に搬送するコンベア等から搬送機を構成してもよい。
【００４３】
　また、上述した実施形態では、殺菌流体ノズル７２やホットエアーノズル７４が固定さ
れた状態で設置されているものとして説明したが、殺菌流体噴出器７１およびホットエア
ー噴出器７３の設置態様は上記に限定されない。例えば、殺菌流体噴出器７１に、容器搬
送方向に沿って殺菌流体ノズル７２を移動させる殺菌流体ノズル移動手段を設けるととも
に、ホットエアー噴出器７３に、容器搬送方向に沿ってホットエアーノズル７４を移動さ
せるホットエアーノズル移動手段を設けることにより、容器搬送路８０を搬送される容器
Ｃに追従して殺菌流体ノズル７２およびホットエアーノズル７４を移動させてもよい。こ
の場合、殺菌流体ノズル７２およびホットエアーノズル７４を容器口部Ｃ１に対向させた
状態を長く維持し、容器Ｃの内部に多くの殺菌流体およびホットエアーを送り込むことが
できる。
【００４４】
　また、上述した実施形態では、本殺菌機６０が、容器成形ユニット２０の入口部２１お
よび加熱部２２の間においてプリフォームに殺菌処理を施すように構成されているものと
して説明したが、本殺菌機６０の具体的構成は上記に限定されず、ブロー成形ターレット
２３の容器リリースポイントＲＰよりも上流側において殺菌剤を塗布して殺菌処理を施す
ように設置されていればよい。例えば、殺菌剤入りのガスでブロー成形をすることで、容
器Ｃの殺菌処理を施すように構成してもよい。
　また、搬送部２４において、ブロー成形後の容器Ｃを、当該容器Ｃの内部の無菌保持を
目的に、容器口部Ｃ１側から容器底部Ｃ３側に向かってエアーを吹き出した中を、通過さ
せるように搬送してもよい。
【００４５】
　また、上述した実施形態では、充填ユニット３０の各部（充填部３３やキャッピング部
３４等）を纏めて、１つの無菌ボックスで覆うものとして説明したが、充填部３３やキャ
ッピング部３４を別の無菌ボックスで覆うように構成してもよい。
【００４６】
　また、上述した実施形態では、補完殺菌機７０が、容器Ｃの主に内面に補完殺菌処理を
施すように構成されているものとして説明したが、補完殺菌機７０の具体的態様は、上記
に限定されず、例えば、容器Ｃの主に外面のみに補完殺菌処理を施すように構成されてい
てもよく、また、容器Ｃの外面および内面に補完殺菌処理を施すように構成されていても
よい。
　また、補完殺菌機７０によって容器Ｃの外面に補完殺菌処理を施す場合、上述した容器
Ｃの主に内面に補完殺菌処理を施すための殺菌流体噴出器７１およびホットエアー噴出器
７３に代えて（または、殺菌流体噴出器７１およびホットエアー噴出器７３に加えて）、
容器Ｃの外面に補完殺菌処理を施す処理器として、容器Ｃの外面に殺菌流体を噴出する噴
出器や、容器Ｃの外面に電子線（ＥＢ）を照射する照射器や、容器Ｃの外面に紫外線（Ｕ
Ｖ）を照射する照射器等を設け（または、組み合わせて設け）ればよい。
【符号の説明】
【００４７】
　１０　　・・・　充填システム
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　２０　　・・・　容器成形ユニット
　２１　　・・・　入口部
　２２　　・・・　加熱部
　２３　　・・・　ブロー成形ターレット
　２４　　・・・　搬送部
　２５　　・・・　出口部
　２６　　・・・　ボックス
　３０　　・・・　充填ユニット
　３１　　・・・　入口部
　３２　　・・・　搬送部
　３３　　・・・　充填部
　３４　　・・・　キャッピング部
　３５　　・・・　出口部
　３６　　・・・　ボックス
　４０　　・・・　容器転送ユニット
　４１　　・・・　ターレット（搬送機）
　４２　　・・・　入口部
　４３　　・・・　出口部
　４４　　・・・　ボックス
　５０　　・・・　殺菌処理機構
　６０　　・・・　本殺菌機
　７０　　・・・　補完殺菌機
　７１　　・・・　殺菌流体噴出器
　７２　　・・・　殺菌流体ノズル
　７３　　・・・　ホットエアー噴出器
　７４　　・・・　ホットエアーノズル
　８０　　・・・　容器搬送路
　Ｃ　　　・・・　容器
　Ｃ１　　・・・　容器口部
　Ｃ２　　・・・　容器胴部
　Ｃ３　　・・・　容器底部
　ＲＰ　　・・・　ブロー成形ターレットの容器リリースポイント
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